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第 1章  マニュアルの 目的

台風 や大雨 に伴 う避 難勧 告 等 によ り、浸水想 定 区域 (洪水・高潮 )や土砂 災害 警戒 区域

等 にお住 いの方 は 自 らの命 を守 るため 、状況 に応 じた対応 と して、垂 直避難 や親類 や友 人

宅等へ 避難 、緊急 避難場所 に避 難 す るな どの行 動が 必要 にな ります .緊急避 難場 所 の運 営

方法 は、地震 の 際の長期 的な避難所 運 営 とは異な り、短期 的かつ生命 の確保 を最優 先 した

もの とな ります 。

本 マ ニ ュ アル は、風 水 害 時 に市民 の 生命 を守 るため に開設 す る緊急 避難 場 所 にお ける

運 営の考 え方 を示 す ととも に、その 開設 か ら閉鎖 まで 、また は避難 者 の うち一定数の方 が

被 災 し、長期 的な避難 生活 が必 要 とな つた こ とで 、避難所 の運 営 に移 行 す る まで の 間のル

ール を定め た もの で す 。

第 2章  緊急避難場 所 の設 営

1 施設の開錠

学校施 設 の 開錠 につ いて は、原 則 と して 、3号動 員 によ り配置 され た学校 施 設 関係 者

が行 うこ とと します 。

ただ し、開設 まで 十分 な い とまが な い場合 には、体 育館・校 門・備 蓄倉庫 の み 、区本

部 か ら鍵 を預 か つた 区避難 所 担 当職 員が 開錠 して くだ さい。

また、既 に災 害が発 生 してお り、開錠 す る時間がな い場合 には、窓ガ ラス を割 るな ど

の対応 によ り、 開錠 して くだ さい。

2 関係職員間によるミーテ ィングの実施

緊急避難場所に参集 した関係職員 (区 避難所担当職員、学校施設関係者、本庁支援職

員)は 、本マニュアルやチェックリス ト (別 紙 2)等 を活用し、可能な範囲でミーティ

ングを行い、時系列ごとに実施すべき業務や役割分担等を確認してください。

3 通 信 の 確 認

開錠後 、区本部 (別 紙 1参 照)への連絡を行 つて ください。

なお、電話を使用する場合 には、学校施設関係者 に相談 し、電話機を借 りるな どして

ください。

4 避 難所 案 内幕 等 の 掲 示

避難者が緊急避難場所を容易 に視認 し、かつスムーズ に受付できるよう (別 紙 1)を
参考 に、避難所案内幕や矢印表示等を掲示 して ください。

5 受 付 の 設 置 及 び 受 入 環 境 の 整 備

施設の入国 と受入場所 との間に受付を設置する とともに、 (別 紙 4)を 掲示 して くだ

さい。また、避難者への衛生面・健康面での支援を行 うため、防災備蓄倉庫か ら次表の

物品を必要 に応 じて搬入及び配置を して ください。

さらに、あ らか じめ協議の上 に決定 しているペ ッ ト専用スペ ース にブル ーシー トを

敷 き、ペ ッ ト専用スペ ースであることがわかるよう、表示 して ください。

なお、受付用の長机及びイス は、学校施設関係者か ら借 り受 けて ください。



物 品 配 置場 所 目 的

避難 者 受付 カ ー ド 避難 者 受付 避難者 の人数把握や運 営へ の理 解 を促 すため

LEDラ ンタ ン 適 所 停 電の 際 に必要 な個所 を照 らすため

案 内表示 等 各 所
緊急避難場所への動線や専用スペ ース等の表

示をするため

トイ レッ トベ ーパ ー 各 トイ レ 学校備 品で はな く、備 蓄物 品 を使用 するため

簡易エアマ ッ ト

(ク イ ックナ ップ )

要 配 慮 者 ス ペ

ース

寝 た き りの方な ど横 たわ る必 要が あ る要配慮

者 が い る場合 に使用 するため

ブルーシー ト
ペ ッ ト専 用 ス

ペ ース
ペ ッ ト専用スペ ース に敷 くため

第 3章  緊急避難 場 所 の運 営
1 避難者の受付

緊急避難 場所 にお いて は、避難者 の迅 速 な受入れ を最優 先 させ る必要が ある一方 で 、
避難 者 を受 け付 ける際 に、避難 者の氏名や住所 、生活実態を一定程 度 詳細 に把握 してお
く (避難 者 名簿 を作成 す る )こ とは、避難 者や 要 配慮者等の状況 を正確 に把握 し、避難
者 が想 定以 上 に多 くな つた 際の効果 的な 支援 や 安否確 認 、避難 所 運 営の効 率化 等の た
め 、その収容 率 を把握 する必要があ り、また、一時的な避難 であ つて も極 め て高齢な方
や 乳幼 児 、重度 の 障害 や疾 患 等 をお持 ちの方等の状 況を適切 に把握 し、生命 に関わ る事
態 とな らな いよ う取 り組む必要があ ります。

この ため 、受付 に際 して は、次の要領 で対応 して ください。

① 避難 者 受付 にて 、滞在 時のル ール を裏 面 に記載 した受付 カ ー ド (別 紙 5)を 避難
者 1人 につ き 1枚 配布 し、避難 者滞在 スペ ース を案 内す る。

② 避難行 動要支援 者や 、配慮 を求 め られ る方 、必要な方 は受付 時 に申 し出て も らい、
要 配慮 者用スペ ース (後 述 )ま で案 内 す る。(要 配慮者用スペ ース には、利用者名 簿
(別 紙 3)を 用 意 してお き、職 員へ提 出 して も らうこ と )

③ 配布 したカ ー ドが 一定数 (○ ○ ○人 )に達 した際 には区本 部 に連絡 する。
④ 避難 者 が退所 す る とき は、避難 者受付 に受付カ ー ドを返却 して も らう。

自主 防 災 組織 や 避 難 者 等 へ の協 力依 頼 の 実施

災害の規模や避難者数 に応 じて、運営業務の うち、避難者の受付や片付 け等、危険や
責任 を伴わないもの については、必要 に応 じて 自主防災組織や避難者等 に協力を求めて
ください。

ペ ッ ト同 行 避 難 へ の 対 応

ペ ツ トは、ケ ージ に入 つて いる ことを前提 に、原則 受 け入れ て くだ さい。
ペ ッ トと人 間の命 を比 べ た とき に人の命 は必 ず優 先 され 、動物 ア レル ギ ーが あ る人

な どへ の特 別 な 配慮 が必要 とな ります。

ペ ツ トの命 も大切 に扱 う必要が あ るため 、災害が 日前 に迫 り、受入れ を拒否 する こ と
で飼 い主 の命 の 危 険 につなが る場 合 にお いて は、ケ ージ に入 つて いな いペ ッ トにつ い
て も受 け入れ て くだ さい。
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ペ ッ トと避 難者 とが近接 すれ ば 、衛 生 面や安全 面での リス クが増 大 す るため 、ペ ッ ト

同行 避難 へ の対応 は次の要領 で行 つて くだ さい。

① 施 設 内の 昇 降 口等 (人 との接触 が少 な い場 所 )にペ ッ ト専用スペ ース を設 ける。

② 避 難 者 受付 にて 、飼 い主 であ る避難 者 に、通 常の受付 カ ー ドの ほか に、同 じ受付番号

を付番 したペ ッ ト届 出用紙 とケ ージ貼付用紙 (別 紙 6)を 渡 す 。届 出用紙 に書 かれ た

注 意事 項 を説 明 し、必要事項 を記入 して も らう。ケ ージ貼付用紙 につ いて は、ケ ージ

の見や す い位 置 に取 り付 けるよ う依 頼 す る。

③ ケ ージ をペ ッ ト専用スペ ース に置 いて も らい、飼 い主 は避難者滞在スペ ース に移 動 し

て も ら う。 (避難 者 とペ ッ トとを 隔離 す る。)

④ 飼 い主が退所 す る ときは、避難 者 受付 にて返却 され た受付 カ ー ドとペ ッ ト届 出用紙 を

照合 し入退 管理 を行 う。また 、飼 い主 にはペ ツ ト専用スペ ース の掃 除 を必 ず行 うよ う

依 頼 す る 。

⑤ 閉鎖 時 、ペ ッ ト専用スペ ース の原 状復 旧を行 い、学校施 設管理 者 に確 認 を とる。

避 難 を 希 望 され る 方 へ の 対 応

災害対 策基 本法 (第 49条 の 4)で は、緊急避 難場所 の指 定 につ いて「円滑 か つ迅 速

な避難 の ため の立退 きの確保 を 図 るため 」と してお り、内閣府作成 の緊急 避難場 所 の指

定 に関す る手 引 にお いて も 、緊急 避難場 所 は「居住 者等が災 害か ら命 を守 るため に緊急

的 に避難 す る施 設又 は場所 」とされ て い る こ とか らも、避難 を希望
｀
され る方 につ いて は、

原 則 、受 け入れ て くだ さい .

教 室 開放 の 対応

避難場所 ご とに、学校施設管理者 と事前 に協議 し、避難者が使用する滞在スペ ースの

順序 を決めてお くことが必要 にな ります。また、教室等 にある物品 については原則使用

不可 とし、児童・生徒の所持品等の保全 を徹底 して ください。

6 区本 部 へ の 定 時報 告

各緊急避難場所の状況 について は、運営が困難 となった ときに必要な支援が受 けら

れ るよう、電話や防災無線等を用い、区本部 に対 して次表の報告を行 つて ください。

※下記以外でも t別 途 区本部か ら求め られた内容 については、報告するように して く

ださい。

報告種 別 実施概 要

開錠後 開錠後 、開設準備 の着 手 と通信確 認 のため報告 する 。

第 1´報 緊急 避難場所 に到着 してか ら 1時 間以 内 に、現場 の状 況 を報告 す る 。

SOS
避難者数が緊急避難場所の定員の半分に達したときや、運営上の トラ

ブルが生じたときに、応援要請を行う。

進 捗 報告

緊急 避難 場所 の状 況 が 大 き く変化 した ときや 、特 段 の変化 が な くとも

3時 間 に 1回 程 度 を 目安 に現場 の状 況 を報告 す る。

※ただ し、避難場所 毎の避難 者数 につ いて は、配布 した受付 カ ー ドの

枚 数 をも とに 1時 間毎 に記録 す るもの とす る。

その他 区本 部 か ら上 記外 の指示が あ つた場 合 は、指示 に従 い報告 を行 う。
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7 避 難 者 の 滞 在 時 の 支 援

(1)情 報 提 供

緊急避難場所 にお いては、 リアルタイムな気象情報や 区本部か らの注意喚起等を

提供 することによ り、避難者 自身の安全な行動を促す必要があるため、施設内に情報

コーナーを設け、テ レビ・ラジオ、随時ホ ワイ トボ ー ドや校内放送等を活用するな ど

して、災害情報 (発令状況・水位・停電情報な ど)の提供を行 つて ください。

(2)避 難 者 の 健 康 面 0衛 生 面 で の 支 援

避難者 に対 す る最低 限必要 な支援 は受入場所 の提供 (避 難者の生命 の維持 )に あ る

もの の 、災害の状 況 や避難 者の状態 に応 じて 、次の 支援 を実施 して くだ さい。

また、防災備 蓄倉庫 内の物 品 につ いて は、避難 者の生命 の維持が 図 られ る と判 断 し

た場 合 には、区本 部 長の判 断 によ り、活用 して くだ さい。

支援 内容 支援 要領

要 配 慮 者 用 ス ペ ース ヘ

の職 員巡 回

要配慮 者の体 調管理 の ため 、受付作業 が 一段落 した後 か ら

避難場所 の 閉鎖 までの 間、定期 的 に巡 回 して くだ さい。

簡易エ アマ ッ ト (ク イ

ックナ ップ)の 提供

寝 た き りの方 な ど滞 在 ス ペ ース で横 たわ る必 要 が あ る要

配慮者が いる場合 に使 用 し、避難勧告 等 が解 除 され た後 も

避 難 所 生 活 が 必 要 とな つた場 合 に は区本 部 に連 絡 し指 示

を受 けて くだ さい。

簡易食料 の提供

避難 が長期化 (目 安 と して一 晩以上 又 は緊急避難場所の 開

設か ら 24時 間程度 経過 )し た際 には、食料 を持参 して い

な い避難 者 に配布 して くだ さい。

施 設備 品等の使 用
避難者の健 康や生命保 護の観 点 で 、学校 施 設 関係者 か らの

了承 を得 た上で使用 する こ ととする。

8 緊 急 避 難 場 所 内 で の トラ ブル 発 生 時 の 対 応

避難 者が暴 行 を振 る うな どの危 険・迷 惑・犯罪行為等 を行 つた場合 には肇察 (110番 )

に通 報 し、併 せ て 区本 部 にも報告 して くだ さい .

無理 に確保 す るなヽ どせず 、警察 に対応 を任 せて 、他 の避難者の安全 確保 に努めて くだ

さい。

避難 者が体 調を悪化 させた場合 には、速や か に区本 部 に連絡 する ととも に、必要 に応

じて消 防署 (119番 )に 通 報 し、避難者 の生命 維持 を図 つて くだ さい。

第 4章  緊急避難 場所 の 開鎖
1 緊急避難場所の開鎖

避難勧告 等 が解 除 され 、区本部 か ら緊急 避難場所 の 閉鎖 を指示 され た場合 には、学校

施 設 関係者 と協 力 し、校舎 内の清掃 等 を行 つた後 で撤収 して くだ さい。

施 設 の鍵 は、学校 施 設 管理 者 の もの と区危機 管理 担 当の もの との違 い に注 意 して返

却 して くだ さい 。

使 用 した物 品 は防災備 蓄倉庫 等 に戻 して くだ さい。補 充 が 必 要 な ものや破 損 等が あ

つた もの につ いて は品 目・数量 を 区本 部 に報告 して くだ さい。



ペ ッ トの 受 入れ が あ つた場 合 は、次 の要領 で 閉鎖 時 、清掃・ 消毒 を行 つて くだ さい .

また 、清掃 ・消 毒後 、学校 施 設管理 者 に確 認 を とつて くだ さい。

2 避 難 所 へ の 移 行

一定数の避難者が災害 によ り被災 し、長期 的な避難生活を送 ることとな つた場合 に

は、緊急避難場所 は避難所 とな り、被災者の生活の場 とな りますので、その運用 につい

ては、区本部の指示 に従 い、震災時の避難所運営マニュアル に基づ く対応へ と移行 して

ください。

なお、避難者数が限定的であ つた場合 には、必ず しも避難所 とはな らない可能性があ

ります。

第 5章  動 員 対象 者 へ の事 前周知

1 動員の準備

参集場所 に行 く際 は、雨具 、食 料 0飲料水 な ど必要 に応 じた準備 を各 自で行 つて くだ

さい。なお 、食料 は、お湯 を使 わ ず に済 む もの を用 意 して くだ さい .

第 6章  感染症拡大時の対応
1 暫 定 滞 在 ス ペ ー ス の 設 置

該当者が避難 してきた場合 、暫定スペ ース に案内 し、区本部 に連絡する。

の

専用スペ ース の 区役 所 5階 に該 当者 を移 送 す る車両 を手 配 する。

該 当者 の 引 き 渡 し

移 送 車両が 到着 した ら情 報 等の 引継 ぎを実施 し、担 当者 に引 き渡 す。

２

　

　

３

※ ペ ッ ト専用スペ ース の清掃 方法

動物 の毛 や汚 れが 舞わ な いよ う に、ブル ーシ ー トを畳 んで外 に出 して くだ さい .

その後 、 ほ うきや ち り取 りを学校側 か らお借 りし、床 を清掃 して くだ さい。

ほ うき等 で の清掃後 に、風 通 しを良 くした状 態で 、区役所 か ら持参 した「消 毒液 」

を使 用 し、雑 巾で床 を拭 きあ げて くだ さい。
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住 所 中 原 区今 丼 仲 町 7-1

災害種別/避難エリア 洪 水 /2階 以 上 、 内水 氾 濫 /〇 、 が け崩 れ /対 象 外 、 高 潮 /対 象 外

鍵 の 管 理 体 制
区危 機 管理 担 当 正 門 、体 育 館 、備 蓄 倉 庫 の 鍵 を所 持 して い る 。

自主 防 災 組 織 正 門 、体 育 館 、備 蓄 倉 庫 の 鍵 を所 持 して い る 。

施 設 の 利 用
要 援 護 者 用 ス ペ ース 3階和 室 、 3階美術 室

使 用 優 先 順 位 《施設内 レイアウ ト》に記載 (丸 数字)の とお り

連 絡 先

今 丼 中 学 校 電 話 :722-9292/FAX:722-9349/無 線 (移 )867

自主 防 災 組 織 今 丼 仲 町 、今 丼 南 町

学 校・地 域 連 携 担 当 電 話 :744-3137/FAX:744-3196/無 線 (移 )871

区 避 難 所 担 当課 保 険 年 金 課   ※連 絡 は 区本 部 経 由

区本 部

事 務 局 (危 機 管 理 担 当 )※ 緊 急 重 要 事 項

電 話 :74牛■ 141/FAX:744-3346/無 線 (移 )670

情 報・広 報 班 (企 画 課 )※ 定 例 連 絡 事 項

電 言舌:744-3149/′ FAX:744-3346

《敷地 内 レイ ア ウ ト》
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《緊急避難場所開設チェックシー ト》

フェーズ や ること 実施 す る職 員

開設 前

ロ マ ニ ュ アル の確 認 全 員

□ 各 自の 役 割分 担 の 確 認 全 員

□ 必 要 物 品 等 の確 認 全 員

開設 準 備

□ 受 付 の 設 置 区避 難 所 担 当職 員

□ 受 入環 境 の 整 備 区避 難 所 担 当職 員

□ 施 設 備 品 や 電 話 等 の 貸 出 し、空 調機 器 の 運 転 学校 施 設 関係 者

□ 通 信 の確 認 区避 難 所 担 当職 員

□ 案 内誘 導 の掲 示 区避 難 所 担 当職 員

□ 使 用 可 能 な設 備 (ト イ レ等 )の案 内表 示 学校 施 設 関係 者

□ 立 入 禁 止 区域 の表 示 学校 施 設 関係 者

□ 児 童 生 徒 の所 持 品 の保 全 (滞 在 スペ ース か らの 退 避 等 ) 学校 施 設 関係 者

開設 後

□ 避 難 者 の 案 内・ 誘 導
区避 難 所 担 当職 員

本 庁 支援 職 員

□ 災 害 情 報 の収 集・ 避 難 者へ の提 供 全 員

□ 避 難 所 内 の秩 序 の 維 持 全 員

□ 避 難 者 へ の施 設 の 備 品 の 貸 出 し 学校 施 設 関係 者

閉 鎖 時 □ 施 設 内の 清掃 0片 付 け 、原 状復 旧の確 認 全 員
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《要配慮者用スペース利用者名簿》

氏  名 住  所 自主防災組織 (町 会名 )

(1世 帯  1枚 使 用 )

一 一 ― ― ― ― 一 ― ― ― 一 ― ― ― 一 ― ― ― ― ― ― ― 切 り 取 り 線 ― ― ― ― ― ― 一 ― ― ― ― ― ― ― 一 ― ― ― ―

氏  名 住  所 自主防災組織 (町 会名 )

(1世 帯  1枚 使用 )

別 紙 3
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受付 付近 に掲 示

《避難場所を利用される方へ》

ア  受付 で は、人数分 の 「受付 カ ー ド」をお受 け取 りください .

裏 面 に滞在 時のル ール を 記載 していますので 、ご―読 くだ さい。

イ 川 崎市 災害 時要援 護者避 難 支援 制度 に登録 され て いる方 や 、配慮が必要な方

は、受付 の 際 に、職 員へ お声掛 け くだ さい。

ウ 緊急 避 難場所 にお いて は、原 則 と して物 資の提 供 は行 い ません 。

食 料 ・ 飲料水 はお持 ち にな りま したか 。

工  薬 の備 蓄 はあ りませ ん 。常備 薬 はお持 ち にな りま したか 。

《ペッ トと同行避難された方へ》

ア ケ ージ に入れ たペ ッ トは、原 則 受 け入れ ます .

保 管場 所 につ いて は、必 ず 、職 員の指示 に従 つて ください。

ケ ー ジ に入 らな い動 物 、チ ャ ックの無 い袋 、リュ ックサ ック等 は認め られ ま

せん 。

イ 避 難 者 の滞在 スペ ースヘ のペ ッ トの持 ち込 み は禁止 です 。

ウ ペッ トに関する トラブル (病 気感染、ケガ等)は 、飼い主が責任を負ってく
ださい。

エ  ペ ッ トの世 話 は、飼 い主 が 責任 を持 つて行 つて くだ さい。

餌 が 散 乱 して害 虫が 発 生 す る こ とがあ りますの で 、置 き餌 はせず に餌 は毎 回

片付 けて くだ さい。

オ  退 所 す る際 は、飼 い主 がペ ッ ト専用スペ ース の掃 除を行 つて くだ さい。

特 に、排泄 物 につ いて は、学校 の トイ レに流 さず必 ず持 ち帰 つて ください。
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(裏面 に、避難所のル ール が記載 していますので確認 して ください )

※避難所運営で避難者の協力をお願 いする場合があ ります。

受付番号

次の事項 を記入 し、お帰 りの際、受付 に提 出 して くだ さい。

氏   名

滞在 日時   日寺   分か ら    時    分 まで

階 教室 ペツ ト
弓L―

偏 缶

住



受付カー ド裏面 (A4サイズ )

《協力のお願い》

※避難所運営で避難者の協力をお願 いする場合があ ります。

必要な際 に、お声掛 けを させていただきますので、以下のような作業の

ご協力をお願 い します。 (受付・物資搬送・要配慮者の案内・片付 け等 )

《避難時の滞在ルール》

ア 緊急避難場所 においては、原則 として物資の提供 は行 いません。

ご 自身で持参 したもので対応 して ください .

イ 災害時要配慮者 (高齢者、障害者、外 国人、乳幼児、妊産婦等 )

への配慮・サポ ー トをお願 い します。

ウ 校舎 内の掲示物等を写真撮影 しないで ください。

工 施設内及び周辺 は、「禁煙」「禁酒 」です。

オ 避難勧告等が解除され るまでは自宅 に戻 らないで ください。

カ ゴ ミは必ず各 自で持ち帰つて ください。

キ  退所 する際は、職員の指示 に従 つて この受付カー ドを返却 して
ください。

《ペッ トと同行避難された方へ》

ア ペ ッ トに関する トラブル (病気感染 、ケガ等 )は飼 い主が責任を
負 つて ください。

イ 飼 い主が責任を持 つて、世話を行 つて ください。
餌が散 らかって虫が発生することがあ りますので、置 き餌 はせず

に餌 は毎回片付 けて ください .

ウ 退所 する際には、ペ ッ ト専用スペ ースの掃除を行 つて ください。
(特 に排泄物 について は、飼 い主が持ち帰つて ください。)



ペッ ト届出用紙 (A4サイズ)  ※避難者受付で保管 別 紙 6

受付番号

ペット届出用紙

《ペ ッ トと岡行避難 され た方へ》

ア ペツトに関する トラブル (病気感染、ケガ等}1ま飼い主が責任を

負ってください。

イ 飼い主が責任を持つて、世話を行つてください。調が改らかっ

て虫が発生することがありますので、置き餌はせずに餌は毎回片

付けてください。

ウ 退所する際には、ベツト専用スペースの掃除を行つてください。

(特に排泄物については、飼い主が持ち帰つてください。)

同意欄

上記ルールを守り、他の入所者の迷惑にならないよう飼育

します。飼育にあたつては、市職員等の指示に従います。

日付 氏名

飼い主

氏 名

住 所

電話番号

ペッ ト

名前

種類

年齢

ワクチン接種 無 ・ 有



ケージ貼付用紙 (A4サイズ )

Xケージに貼り付けてください。

受付番号


